
令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
受
領 

答

弁

第

二

五

七

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
一
第
二
五
七
号 

 
 
 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

内
閣
総
理
大
臣 

安

倍

晋

三 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
規
制
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
が
使
用
さ
れ
た
刑
法
犯
の
検
挙
件
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
か
ら
令
和
元
年
ま
で
の
間
に
計
二
十
二
件

を
把
握
し
て
い
る
。 

 
 

御
指
摘
の
兵
庫
県
宝
塚
市
に
お
け
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
を
含
め
、
現
在
、
兵
庫
県
警
察
に
お
い
て
捜
査
中
で

あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
使
用
実
態

や
ク
ロ
ス
ボ
ウ
が
使
用
さ
れ
た
事
件
の
発
生
状
況
等
を
確
認
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
。 


